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加入対象者各位 

ベネッセグループ共済会 

 

総合福祉団体定期保険制度についてのお知らせ 

 
福利厚生規程の財源確保を目的とし、ベネッセグループ共済会を保険契約者として生命保険会社と契約締結する（し

ている）総合福祉団体定期保険について、加入対象者各位に内容の確認をいただきたく連絡します。 

この保険は、当会が保険料を全額負担し、加入対象者が被保険者として加入する保険期間１年（以降、毎年自動更新）

の保険で、被保険者が死亡した場合等に福利厚生規程に定められた金額を遺族あるいは被保険者に支払います。 

この通知に対して特段の申し出がない場合には、この保険の目的・内容を了解し、加入もしくは増額に同意したもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

＜契約内容＞ 

保険の目的 福利厚生規程の支払財源に充当するため 

このお知らせの適用事由 

 契約締結 （契約締結年月日：    年   月   日） 

 制度変更 （契約変更年月日：令和８年 ４月 １日） 

 中途加入 （中途加入年月日：令和８年 ４月 １日） 

加入対象者（被保険者の範囲） 会員・会の役員・事務局員（加入 1年以上の会員のみ） 

主契約 
保険金額 一律 ２００万円 

保険金受取人 対象規程に定める受給者（規程上の受給者の了知を得て保険会社に請求します。） 

引受生命保険会社 第一生命保険株式会社（この契約は共同取扱契約であり左記は事務幹事会社です。） 

 

※契約締結・制度変更・中途加入の場合にのみ、契約内容のお知らせと同意の確認をします。毎年の更新時には改めて確認を行

いませんのでご了承ください。 

※上記内容は、将来、変更（保険金額の減額、解約等）する場合もあります。なお、既に加入している方で、契約内容の変更に

了解いただけない方につきましては、当該保険契約から脱退することとなります。 

※規程上の支給内容、保険金額設定上の都合等により、保険金額が規程上の支給額を上回る場合には、規程上の支給額が支払保

険金額となります。 

●上記内容で了解をいただけない場合には   月   日迄に以下の照会先に申し出てください。 

●照会先  ベネッセグループ共済会 保険担当    電話番号０８６－２２１－２２１２  

以  上 

保険契約者は、この保険の運営において入手する加入対象者（被保険者）の個人情報（氏名、性別、生年月日、就業状況、現

在及び過去の傷病歴等）〔以下、個人情報〕を、この保険の事務手続きのため使用します。 

保険契約者は、この保険契約の適切な運営を目的として個人情報を利用し、保険契約を締結する生命保険会社へ提出します。

生命保険会社は受領したすべての個人情報を各種保険契約の引受け･継続･維持管理、保険金･給付金等の支払、生命保険会社の

関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供及び契約の維持管理、生命保険会社の業務に関する情報提供･運営

管理、商品･サービスの充実、その他、保険に関連・付随する業務のために利用（注）し、また、生命保険会社は取得している個

人情報を、保険契約者及び他の引受保険会社全社に上記目的の範囲内で提供することがあります。 

なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、上記に準じて個人情報が取り扱われます。（各種商品・サービスの詳細は

引受保険会社のホームページをご覧ください。）引受保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更

前後のすべての引受保険会社に提供されることがあります。 

（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認

められる目的に利用目的が制限されています。 

【引受保険会社からのお知らせ】 

上記に記載の保険の目的・内容、個人情報のお取扱いは、保険契約に関する重要な事項ですので、内容を充分にご確認ください。 

個人情報の取扱について 

CBA2222 


